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＜目標の耐震化率達成のための必要数＞ 免震・制振オイルダンパーに関する国土交通大臣認定等への不適合の対応について

１０月１６日  【国交省】ＫＹＢ㈱及びカヤバシステムマシナリー㈱が製造した免震・制振オイルダン

パーの国土交通大臣認定[※]等への不適合について（全国９８６件、神奈川県は７１件) 

ただし、不適合製品のうち特に乖離値が大きい製品が設置された建築物の構造安全

性を検証した結果、震度６強から７程度の地震に対しても倒壊するおそれはないと

の見解。 

１０月１７日  【川崎市】 市立井田病院が対象物件に該当。 

１０月１８日  【川崎市】 市立井田病院の対象ダンパー数と中原消防署が対象物件に該当しているこ

と及び対象ダンパー数。 

１０月１９日  【神奈川県】県内の行政庁ごとの件数。 

【川崎市】 市内の件数とその用途別内訳及び公共施設の件数 

【ＫＹＢ㈱】所有者に公表の了解を得た物件名（市内の物件は無し） 

１０月２３日  【国交省】光陽精機㈱が製造し㈱川金コアテックが出荷する免震・制振用オイルダンパ

ーの試験値書換えについて（全国９３件、神奈川県３件） 

        【川崎市】 川崎競輪場が対象物件に該当。 

１０月２５日  【川崎市】 川崎競輪場の対象ダンパー数。 

１０月２６日  【ＫＹＢ㈱】所有者に公表の了解を得た物件名（川崎幸病院が対象物件に該当） 

１０月３１日  【国交省】「免震オイルダンパー等の品質管理体制に関する実態調査（社内調査分）の

結果について」免震材料において大臣認定を受けている 88社のうち、ＫＹＢ㈱及び光

陽精機㈱以外の会社から免震オイルダンパー等に不正はないとの報告を受けたことに

ついて。 

※国土交通大臣認定：建築材料や構造方法等について、その性能が建築基準法に適合していることを国土

交通大臣が認定する制度 

３ 川崎市の現況 

免震 制振 計 

川崎市内件数 １５ １ １６ 

用

途

別

内

訳 

住宅 ８ ０ ８ 

医療・福祉施設(内２件は 

市立井田病院と川崎幸病院) 
３ ０ ３ 

事務所 ０ １ １ 

庁舎(中原消防署) １ ０ １ 

教育・研究施設 １ ０ １

物流施設 ２ ０ ２

免震 制振 計

川崎市内件数 ０ １ １

用

途

別

内

訳

スポーツ施設

（川崎競輪場）
０ １ １

１ これまでの公表内容 

（１）市内の対象物件の状況

○対象の免震・制震オイルダンパーを使用している 

物件数は右表の通り。 

４ 今後の対応について 

（１）市内の対象物件への対応

○大臣認定不適合等が判明したオイルダンパーが設置された建築物について、各社からの報告を受けて、

建築基準法上の不適合状況等の確認、構造安全性の検証結果を踏まえた是正指導を行う。

（２）公共施設に対するＫＹＢ㈱及び㈱川金コアテックへの指示

○本市所有の公共施設については、適合するオイルダンパー等への交換などについて協議を進めている。

（２）公共施設の状況

○市内１６件のうち、公共施設は 4 件。

物件名を公表しているのは以下 2 件で、カヤバシ

ステムマシナリー㈱製で大臣認定等の不適合の可

能性のある免震オイルダンパーを使用している。

・市立井田病院：対象ダンパー数 6 基

・中原消防署：対象ダンパー数 4 基

○他の 2 施設は民間施設との区分所有であり、ＫＹＢ㈱から工事施工者等に状況の説明を行い、関係者等

を介して所有者への周知が行われているが、公表に関する了承は得られていないため、公表していない。

○ＫＹＢ㈱は、庁舎や病院等の不特定多数が利用する施設を優先に、所有者に公表の了解を得た物件を公

表している。 

ＫＹＢ㈱及びカヤバシステムマシナリー㈱製オイルダンパーについて 

㈱川金コアテックが出荷した光陽精機㈱製オイルダンパーについて 

（１）市内の対象物件及び公共施設の状況

○対象の制振オイルダンパーを使用している 

物件は市内１件（川崎競輪場）である。 

（免震オイルダンパーは該当なし）。 

○川崎競輪場については、対象ダンパーを 3 基使

用している。

２ 免震・制振オイルダンパーについて 

（３）市からの指示

○該当する物件については、原因者であるＫＹＢ㈱に対し、所有者等関係者へ早急に説明をするよう指示。

○現在未公表の民間と合築の公共施設の２件についても、公表の了解について早急に確認するよう指示。

○市内の対象施設の詳細内容を報告するよう指示。 

大臣認定 又は 顧客との契約の内容

に適合しないものを出荷及び設置

顧客との契約の内容

に適合しないものを出荷及び設置

適度な硬さの場合減衰材【免

震オイルダ

ンパー】

支承材

(免震ゴムなど) 

免震層

適度な硬さ

の場合

減衰材【制

振オイルダ

ンパー】

地下階等に免震層を設け、支承材やそれを補

助する減衰材を使って建物と地上を繋ぎ、地

上の震動を建物に伝えない構造

建物の規模や構造により、オイルダンパー等の

減衰材が追加され、揺れを抑えると共に免震層

の過大な変形を抑える

各階に減衰材を配置し、風や地震による建物

の揺れを低減する構造

オイルダンパー等の減衰材は、風や地震の力を

吸収し、建物各階の変形を抑制することで、揺

れを低減する

免震

制振
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